
＜申請⼿続き案内＞ 
 

被災地（災害救助法適⽤地域）の⼊学者に対する経済⽀援制度について（2019 年 4 ⽉⼊ 
学者対象）  
 
このたび、災害に遭われたみなさまには⼼よりお⾒舞い申し上げます。 神⽥外語学院では、 
被災地（災害救助法適⽤地域）に係る⼊学者を対象とした経済⽀援（⼊学⾦返還および学 費
減免・延納）制度を設けております。該当する⽅は、下記のとおり申請⼿続を⾏ってく だ
さい。所定の申請書類に基づき審査のうえ制度の適⽤を決定します。  
 
1．申請資格  
2019 年 4 ⽉に学院の正規課程に⼊学する⽅（再⼊学を含む）で 次の①②のいずれかに該
当する⽅  
 
①⼊学者の学費⽀弁者が⼊学者の⼊学⽇前⽇から遡って１年以内に発⽣した⾃然災害等に 
係る災害救助法適⽤地域において被災し、学費⽀弁者が死亡若しくは⾏⽅不明になられた 
⽅⼜はその主たる居住する住居が全壊（焼）、半壊（焼）若しくは⼀部損壊（焼）された⽅ 
で、経済⽀援を必要とされている⽅  
②⼊学者本⼈が独⽴⽣計を営む⽅であり、⼊学⽇前⽇から遡って１年以内に発⽣した⾃然 
災害等に係る災害救助法適⽤地域において被災し、主たる居住する住居が全壊（焼）、半壊 
（焼）若しくは⼀部損壊（焼）した⽅で、経済⽀援を必要とされている⽅  
※全壊（焼）、半壊（焼）、⼀部損壊（焼）等の損壊状況は罹災証明書によって認定します。 
 
2．経済⽀援制度の内容 

区分 被災内容 ⼊学⾦ 授業料 
1 学費⽀弁者の死亡 全額を限度として返還 2 分の 1 を限度額として免除 
2 学費⽀弁者の⾏⽅不明 全額を限度として返還 2 分の 1 を限度額として免除 
3 家屋の全壊（焼） 全額を限度として返還 2 分の 1 を限度額として免除 
4 家屋の半壊（焼） 2 分の 1 を限度額として返還 4 分の 1 を限度額として免除 
5 家屋の⼀部損壊（焼） 4 分の 1 を限度額として返還 納⼊期限延期を認める 
6 その他 学費⽀弁者の被害状況が区分１，２以外の場合にも、学園が必要と 

判断する場合には、慣⾏に徴した⽔準で学費等の免除を認める事がある 

 
3．⽀援期間  
⼊学年次の１年間  
 



4．⼊学⾦返還・学費減免⽅法、減免・延納時期  
①⼊学⾦の返還  
被災状況により、⼊学⼿続き時に納⼊された⼊学⾦の全額、2 分の 1 ⼜は 4 分の 1 の 
⾦額を返⾦します（2019 年 6 ⽉下旬指定の⼝座に返⾦予定）。  
②⼊学年次の学費の減免  
被災状況により、⼊学年次分納 ３ 回⽬（送付時期:2019 年 6 ⽉上旬）の学費請求⾦額か
ら年間授業料の 2 分の 1 ⼜は 4 分の 1 の⾦額を差し引いた⾦額を請求します。     
※⼊学時に初年度学費等納⼊⾦を全納されている⽅は、年間授業料の 2 分の 1、または  
4 分の 1 の⾦額を返⾦します（2019 年 6 ⽉下旬指定の⼝座に返⾦予定）。  
③授業料納⼊期限の延期  
⼊学年次分納 3 回⽬（納⼊期限：2019 年 7 ⽉ 12 ⽇）の学費納⼊期限を 2020 年 2 ⽉ 14 
⽇（⾦）まで延期します。 
 5．申請⽅法・申請期間・提出先（郵送先）  
申請⽅法：所定の申請期間に以下の提出先まで別項 6 の申請書類を簡易書留郵便・速達で 
提出（郵送）してください。  
※封筒表⾯左下部分に「特別措置申請」と⼤きく朱書きしてください  
申請期間：2019 年 4 ⽉ 1 ⽇（⽉）〜2019 年 4 ⽉ 12 ⽇（⾦）必着  
提出先（郵送先）：〒101-8525 東京都千代⽥区内神⽥ 2-13-13 神⽥外語学院⼊試センター  
 
6．必要な申請書類  
以下の①〜⑤の書類を提出してください。  
※審査の過程で追加書類を求める場合があります。  
※③、④については対象の⽅のみ提出してください。  
①「被災地（災害救助法適⽤地域）の⼊学者に対する学費減免・延納申請書」（学院所定書 
式）  
②市区町村発⾏の罹災証明書【マイナンバーが記されていないもの】（コピー可）  
③市町村発⾏の⼾籍抄本  
※学費⽀弁者が被災により死亡した場合のみ提出してください。  
④被災により⾏⽅不明となったことが確認できる書類  
※学費⽀弁者が被災により⾏⽅不明になった場合のみ提出してください。 
⑤⼊学⼿続納⼊⾦領収書（コピー可） 
 
7．審査結果通知  
提出書類受領後、審査のうえ、結果を⽂書にてお知らせいたします。 
 2019 年 5 ⽉ 13 ⽇（⽉）発送予定  
 



 
8．注意事項  
①本制度は⼊学後に経済⽀援を⾏うものです。⼊学⼿続については、各⼊試の所定の⽇時 
までに完了する必要があります。 
②本制度でいう学費とは授業料（２年制学科 970,000 円、但しアジア/ヨーロッパ⾔語科の
インドネシア語、ベトナム語、タイ語各コース 1,170,000 円、グローバルコミュニケーショ
ン科 1,170,000 円、留学科 1,070,000 円、英語基礎養成科 970,000 円）を指します。  
③⼊学年次の途中で休学・退学する場合には、経済⽀援額が変更となります。  
④本制度の適⽤は、所定の申請書類に基づき審査のうえ決定します。  
⑤申請期限までに所定の書類が提出できない場合や、提出書類の記載内容に不備・誤りが 
ある場合は本制度の対象とはいたしません。  
⑥提出いただいた申請書、罹災証明書の申請書類は返却しません。  
⑦本制度の申請のために提出された書類に記載されている個⼈情報は、本制度の業務およ 
びその関連業務のみに限り利⽤するものであり、その他の⽬的に使⽤することはありませ 
ん。  
⑧本制度の⽀援内容は、災害の規模や状況により変更が⽣じる場合があります。  
 
9．問い合わせ先 
 【本制度について】 

  神⽥外語学院⼊試センター  フリーダイヤル 0120-815-864（⽉〜⾦ 9:30〜17:30） 


